
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号 

 
狭
山
市
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 

狭

山

市 

調
査
を
行
っ 

た
者
の
名
称 

令

和

五

年

度 

令

和

六

年

度 

調

査

を

行

っ

た 

時 
 
 
 
 
 
 
 

期 
地

籍

図

二

十

一

枚 

地

籍

簿

三

冊 

成

果

の 
名

称 

 

狭
山
第
五
十
八
地

区
（
中
央
三
丁
目
、

中
央
四
丁
目
、
入
間

川
字
上
窪
の
各
一

部
） 

調

査

を

行

っ

た 

地

区 

  

令
和
七
年
六
月

四
日 

認

証 

年

月

日 

a238b0b89e4ca520c9e51dbd6b48fdf9


		Motohiro Ohno
	2025-06-09T15:31:10+0900
	日本
	2025-06-09 15:30:20 +09:00 JSTに承認しました


	



